
事 企 法 ― ３ ０ ４

令和４年１１月１８日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間）の運用につい

て」の一部改正について（通知）

「人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間）の運用について（平成１８

年１２月１５日事企法―６６８）」の一部を下記のとおり改正したので、令和４

年１１月１８日（第１項の表給実甲第１３０１号（人事院規則９―１４９（令和

４年６月に支給する期末手当に関する特例措置）の運用について）の欄を改める

部分については、令和５年４月１日）以降は、これによってください。

なお、この通知による改正前の「人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期

間）の運用について」第１項の表給実甲第１３０１号（人事院規則９―１４９

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置）の運用について）の欄、任

期付職員の採用及び給与の特例の運用について（平成１２年１１月２７日任企―

５９０）の欄及び職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大

会組織委員会への派遣の運用について（平成２７年６月２４日人企―８１２）の

欄に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例によって

ください。

記



次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

１ 人事院規則１―３４（人事管理 １ 人事院規則１―３４（人事管理

文書の保存期間）（以下「規則１ 文書の保存期間）（以下「規則１

―３４」という。）第３条の人事 ―３４」という。）第３条の人事

院が定める人事管理文書（規則１ 院が定める人事管理文書（規則１

―３４第２条に規定する人事管理 ―３４第２条に規定する人事管理

文書をいう。以下同じ。）は、次 文書をいう。以下同じ。）は、次

の表に掲げる人事管理文書とし、 の表に掲げる人事管理文書とし、

その保存期間は、その区分に応 その保存期間は、その区分に応

じ、それぞれ同表の基準日の欄に じ、それぞれ同表の基準日の欄に

掲げる日の属する年度の翌年度の 掲げる日の属する年度の翌年度の

４月１日（同日以外の日を起算日 ４月１日（同日以外の日を起算日

とすることが人事管理文書の適切 とすることが人事管理文書の適切

な管理に資すると認められる場合 な管理に資すると認められる場合

には、同欄に掲げる日から１年以 には、同欄に掲げる日から１年以

内の日）から起算して同表の保存 内の日）から起算して同表の保存

期間の欄に掲げる期間（当該期間 期間の欄に掲げる期間（当該期間

以上の期間保存することが人事管 以上の期間保存することが人事管

理文書の適切な管理に資すると認 理文書の適切な管理に資すると認

められる場合には、当該期間以上 められる場合には、当該期間以上

の期間）とする。 の期間）とする。

人事管理文書の区分 基準日 保存 人事管理文書の区分 基準日 保存

期間 期間

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

給実甲第 第１の第１ 取得の日 ５年 給実甲第 第１項の通 取得の日 ５年



１３０６ 項ただし書 １３０１ 知の文書等

号（博士 若しくは第 号（人事

課程修了 ２項又は第 院規則９

者等の初 ２の第２項 ―１４９

任給基準 ただし書、 （令和４

の改正に 第３項若し 年６月に

伴う在職 くは第５項 支給する

者等の号 の承認に関 期末手当

俸の決定 する文書等 に関する

に つ い 特 例 措

て） 置）の運

用につい

て）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

任期付職 （略） （略） （略） 任期付職 （略） （略） （略）

員の採用 任期付職員 任期を定 ５年 員の採用 任期付職員 任期を定 ５年

及び給与 法第７条第 めた任用 及び給与 法第７条第 めた任用

の特例の ４項及び規 の終了し の特例の ４項及び規 の終了し

運用につ 則第８条関 た日 運用につ 則第８条関 た日

いて（平 係第２項た いて（平 係第２項の

成１２年 だし書の協 成１２年 協議に関す

１１月２ 議に関する １１月２ る文書等

７日任企 文書等 ７日任企

― ５ ９ 任期付職員 ― ５ ９

０） 法第７条第 ０）

４項及び規

則第８条関

係第４項の

支給状況報

告書

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

配偶者同 第２の第８ 配偶者同 ３年 配偶者同 第２の第８ 配偶者同 ３年

行休業の 項の届出の 行休業が 行休業の 項の届出の 行休業が

運用につ 文書等 終了した 運用につ 文書等 終了した

いて（平 日の翌日 いて（平 日の翌日

成２６年 第５の第１ 任期を定 ３年 成２６年 第５の第１ 任期を定 ３年



２月１３ 項又は第２ めた任用 ２月１３ 項又は第２ めた任用

日職職― 項の承諾の の終了し 日職職― 項の承諾の の終了し

４０） 文書等 た日 ４０） 文書等 た日

職員の公 規則第１１ 取得の日 ５年

益財団法 条関係ただ

人東京オ し書の協議

リンピッ に関する文

ク・パラ 書等

リンピッ

ク競技大

会組織委

員会への

派遣の運

用につい

て（平成

２７年６

月２４日

人企―８

１２）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

以 上


